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資料３



理由書 

 

東播都市計画区域において、住宅及び住宅地の供給を促進するため、良好な住

宅市街地として計画的に開発整備すべき重点地区を定めるための住宅市街地の

開発整備の方針について、適当であると認められるため、計画書のとおり変更決

定することが適当である旨意見回答する。 
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県計画書
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